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この特記仕様書によるものとする。

1 除雪の実施について

（１）　　原則として当センター構内の積雪深が10cmを超えた場合に行う。

（２）　　通常の除雪時間は、 原則として午前7時30分までに終了すること。

（３）　　その他の除雪については、本市の指示による。

（４）　　作業終了後、 毎回除雪作業日報を委託者へ提出すること。

2 運搬排雪の実施について

（１）　　本市の指示による。

業となる。

（３）　　作業終了後、毎回作業日報を委託者へ提出すること。

3 安全の確保について

　 除排雪作業中は、 安全管理員を配置し構内歩行者等の保護に務め、 周囲の施設に十分

注意をすること。　　　

4 　その他不明な点については、 委託者と協議すること。

5 　提出書類

（１）　　着手時

　受託者は、契約後速やかに下記の書類(割印付又は袋とじ)を本市の指定様式にて提出す

ること。

ア　業務着手届 1部

イ　業務代理人指定通知書 1部

ウ　業務代理人経歴書 1部

（２）　　完了時

受託者は月毎の業務完了後速やかに下記書類を本市の指定様式にて提出すること。

ア　業務完了届・業務完了検査報告書 1部

イ　業務委託内訳書 1部

6 環境への配慮について

　本業務においては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努めること。

　（1）両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めること。

　（2）自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリング

　　　ストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。

　（3）業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定

　　　品を使用すること。

7 支払いについて

　　毎月の業務完了後に検査を実施し、合格の場合には出来高に応じた金額の請求を

することができる。

8 留意事項

　本業務において、 除雪及び排雪作業には、除雪（タイヤショベル2.1 可変プラウ）及び排

雪（タイヤショベル2.1 標準バケット）を見込んでいるが、委託者との協議によりその他の機種を

使用することもできる。

　　特　　記　　仕　　様　　書

　西部下水管理センター構内除排雪業務の実施にあたっては、契約書に基づくもののほか、

札　　　幌　　　市　

（２）　　排雪先は新川融雪槽とする。新川融雪槽の開設時間に応じて、夜間もしくは昼間の作


